
 

○千葉県地域防災計画【第３編 風水害編】 

 

担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

河川環境課 

風-2-15 

誤記の修正 第２章 災害予防計画 

第３節 土砂災害予防対策 

台風や集中豪雨などに起因して発生する土砂災害から、県民の生

命、身体、財産を守るため、土砂災害が発生するおそれがある区域

を明らかにし、土砂災害防止対策の推進を図る。 

第２章 災害予防計画 

第３節 土砂災害予防対策 

台風や集中豪雨などに起因して発生する土砂災害から、県民の

生命、身体、財産を守るため、土砂災害が発生するおそれがある

区域を明らかにし、土砂災害防止対策の推進を図る。 

河川環境課 

風-2-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載内容の見

直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 災害予防計画 

第３節 土砂災害予防対策 

１ 土砂災害防止法に基づく対策の推進（県土整備部、市町村） 

（１）土砂災害警戒区域等の指定 

県は、土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や住民等の生命又

は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を「土

砂災害警戒区域」又は、「土砂災害特別警戒区域」として指定する。

また、土砂災害警戒区域等を県のホームページで公表し、広く周

知する。 

ア 土砂災害警戒区域 

土砂災害が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生

ずるおそれがあると認められる土地の区域で、当該区域における

土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の

区域として、政令で定める基準に該当するものを知事が市町村の

長の意見を聴いた上で指定する。 

イ 土砂災害特別警戒区域 

「土砂災害特別警戒区域」は、警戒区域のうち、土砂災害が発

生した場合には建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著

しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定

の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制すべき土

地の区域として、政令で定める基準に該当するものを知事が市町

村の長の意見を聴いた上で指定する。 

ウ 基礎調査予定箇所 

土砂災害防止対策基本指針に基づく高精度な地形情報等を用い

た危険箇所の抽出結果と、市町村からの情報提供箇所を基礎調査

予定箇所として選定し、令和３年５月に公表した。 

第２章 災害予防計画 

第３節 土砂災害予防対策 

１ 土砂災害防止法に基づく対策の推進（県土整備部、市町村）

（１）土砂災害警戒区域等の公表 

県は、土砂災害が発生するおそれがある箇所の災害を未然に防

止し、その被害の軽減を図るため、被害の発生するおそれがある

地域をあらかじめ調査し、土砂災害警戒区域等の把握に努めるも

のとする。 

また、土砂災害警戒区域等を県のホームページで公表するとと

もに、関係住民及び市町村へ周知する。 

（２）基礎調査の推進 

県は、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危

害が生ずるおそれがある土地、当該土地のうち建築物に損壊が生

じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある土

地について、その土地の利用状況、人家、公共施設等の状況、過

去の災害実態等について調査する。 

また、基礎調査については、おおむね５年ごとに、各区域にお

ける土砂災害警戒区域等の指定を踏まえた警戒避難体制の整備

状況、地形や土地利用の状況等を確認し、変化が認められた箇所

等については、現地確認を行うなど、当該区域において必要な項

目について詳細な調査を行うものとする。 

さらに、区域指定を予定していない箇所での土砂災害が全国で

確認されていることから、「土砂災害防止対策基本指針」に基づ

き、数値標高モデルを用いた危険箇所の抽出や「市町村との情報

共有 

の仕組み」による危険箇所の把握を行った結果を「基礎調査予
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

基礎調査予定箇所の調査は、市町村と連携して計画的に実施し

ている。 

＜資料編８－10 土砂災害警戒区域一覧表＞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）～（３） 

定箇所」として選定し、市町村と連携して、計画的に基礎調査を

実施する。 

＜資料編８－11 基礎調査予定箇所一覧表＞

（３）土砂災害警戒区域等の指定 

県は、土砂災害が発生した場合、建築物の損壊や住民等の生命

又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域

を「土砂災害警戒区域」又は、「土砂災害特別警戒区域」として

指定する。 

ア 土砂災害警戒区域 

「土砂災害警戒区域」は、土砂災害が発生した場合には、住民

等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土

地の区域で、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避

難体制を特に整備すべき土地の区域として、政令で定める基準に

該当するものを知事が市町村の長の意見を聴いた上で指定する。

イ 土砂災害特別警戒区域 

「土砂災害特別警戒区域」は、警戒区域のうち、土砂災害が発

生した場合には、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に

著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一

定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制すべ

き土地の区域として、政令で定める基準に該当するものを知事が

市町村の長の意見を聴いた上で指定する。 

 

（４）～（５） 

河川環境課 

風-2-15  

 

 

 

 

風-2-16 

 

 

法律に合わせ

た修正 

 

 

 

 

意見募集の結

果を踏まえた

修正 

（３）緊急調査及び土砂災害緊急情報 

県は、土石流、地滑り又は河道閉塞による湛水を発生原因とする

重大な土砂災害の急迫した危険が予想される状況となった場合、緊

急調査を実施し、その結果に基づき重大な土砂災害が想定される土

地の区域及び時期を明らかにする。 

 

（２）警戒避難体制の整備等 

これらの事項を記載した印刷物の配布やインターネットを利用する

などの必要な措置を講じるものとする。 

（５）緊急調査及び土砂災害緊急情報 

県は、地滑りを発生原因とする重大な土砂災害の急迫した危険

が予想される状況となった場合、緊急調査を実施し、その結果に

基づき重大な土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明ら

かにする。 

 

（２）警戒避難体制の整備等 

これらの事項を記載した印刷物の配布その他必要な措置を講じ

るものとする。 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

河川環境課 

風-2-17 

誤記のため 第２章 災害予防計画 

第３節 土砂災害予防対策 

４ 県土保全事業 

（１）急傾斜地崩壊対策 

ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

現在の急傾斜地崩壊危険区域は＜資料編８－９ 急傾斜地崩壊危

険区域一覧表＞のとおりであるが、この指定区域に含まれていない

土砂災害が発生するおそれがある箇所についても、当該箇所及び周

辺地域の状況に応じ、区域指定の促進を図る。 

第２章 災害予防計画 

第３節 土砂災害予防対策 

４ 県土保全事業 

（１）急傾斜地崩壊対策 

ア 急傾斜地崩壊危険区域の指定 

現在、急傾斜地崩壊危険区域に指定されている区域は＜資料編

８－９ 急傾斜地崩壊危険区域指定地及び急傾斜地崩壊危険箇所

一覧表＞のとおりであるが、この指定区域に含まれていない土砂

災害が発生するおそれがある箇所についても、当該箇所及び周辺

地域の状況に応じ、区域指定の促進を図る。 

河川環境課 

風-2-18 

国からの通知

による 

（２）土石流対策 

土石流危険渓流とは、土石流が発生するおそれがある区域につい

て、砂防法第２条により土石流の発生を助長する行為を制限するた

め砂防指定地の指定を進め、土石流が発生するおそれの高い箇所や

保全対象が多い箇所から防止工事を実施している。 

（２）土石流対策 

土石流危険渓流とは、土石流が発生するおそれがある渓流をい

い、一般的には渓流の勾配が約１５度以上の急勾配をなす地域を

もち、渓流の中に多量の不安定な土砂がある渓流をいう。 

これらの渓流について、砂防法第２条により土石流の発生を助

長する行為を制限するため砂防指定地の指定を進め、土石流が発

生するおそれの高い箇所や保全対象が多い箇所から防止工事を

実施している。 

耕地課 

河川環境課 

 

風-2-18 

国の施策を踏

まえた時点修

正 

（３）地すべり対策 

～県土整備部河川整備課及び河川環境課（国土交通省所管）の三課

で分担して～ 

 

ア 地すべり防止区域の指定  

県は、市町村と協議のうえ地すべり等防止法第３条の規定により、

地すべり防止区域の指定を主務大臣に申請する。  

現在、防止区域に指定されている区域は＜資料編８－８ 地すべり

防止区域等＞表２～４のとおりであり、指定を要する危険箇所は表

５～６のとおりであるが、今後の調査により、区域指定の促進を図

るものとする。 

（３）地すべり対策 

～県土整備部河川整備課及び河川環境課（国土交通省所管）の四

課で分担して～ 

 

ア 地すべり防止区域の指定  

県は、市町村と協議のうえ地すべり等防止法第３条の規定によ

り、地すべり防止区域の指定を主務大臣に申請する。  

現在、防止区域に指定されている区域は＜資料編８－８ 地す

べり防止区域等＞表２～４のとおりであり、指定を要する危険箇

所は表５～６のとおりであるが、今後の調査により、区域指定の

促進を図るものとする。 

危機管理政策課

都市計画課 

風-2-19 

 

 

防災基本計画 

修正のため 

第２章 災害予防計画 

第３節 土砂災害予防対策 

４ 県土保全事業の推進 

（６）盛土の崩落を防ぐ安全対策 

第２章 災害予防計画 

第３節 土砂災害予防対策 

４ 県土保全事業の推進 

（６）盛土の崩落を防ぐ安全対策 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

  県は、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土

等に関する調査等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等につい

て安全性把握のための詳細調査や経過観察等を行うものとする。

また、県及び市町村は、これらを踏まえ、危険が確認された盛土

等について、各法令に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の

行政処分等の盛土等に伴う災害を防止するために必要な措置を行

うものとする。さらに、県は、当該盛土等について、対策が完了

するまでの間に、市町村において地域防災計画や避難情報の発令

基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言や支援を行

うものとする。 

 

県及び市町村は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏

まえ、危険が確認された盛土について、各法令に基づき、速や

かに撤去命令等の是正指導を行うものとする。また、県は、当

該盛土について、対策が完了するまでの間に、市町村において

地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった

場合には、適切な助言や支援を行うものとする。 

河川環境課 

風-2-19 

国からの通知

による 

＜資料編８－12 土石流危険渓流一覧表＞ ＜資料編８－12 土石流危険渓流一覧表＞ 

銚子地方気象

台 

 

風-2-21 

修正 第２章 災害予防計画 

第４節 風害予防対策 

１ 台風・竜巻等に関する知識の普及啓発（防災危機管理部） 

（１）気象情報の確認 

なお、竜巻などの激しい突風に関する気象情報には、事前

に注意を呼びかける「予告的な気象情報」と「雷注意報」、

竜巻等の激しい突風が発生しやすい気象状況になった時点の

「竜巻注意情報」がある。「予告的な気象情報」と「雷注意

報」は各地の気象台から、「竜巻注意情報」は気象庁から発

表される。各気象情報の内容は次表のとおりである。 

第２章 災害予防計画 

第４節 風害予防対策 

１ 台風・竜巻等に関する知識の普及啓発（防災危機管理部） 

（１）気象情報の確認 

なお、竜巻などの激しい突風に関する気象情報には、事前に注意

を呼びかける「予告的な気象情報」と「雷注意報」、竜巻等の激

しい突風が発生しやすい気象状況になった時点の「竜巻注意情

報」があり、各地の気象台から発表される。各気象情報の内容は

次表のとおりである。 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

消防課 

風-2-31 

大会開催形式 

変更のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称変更によ

る 

第２章 災害予防計画 

第７節 消防計画 

５ 消防思想の普及（防災危機管理部）  

（３）県消防大会及び全国消防操法大会千葉県代表選考会を開催す

る。  

（４）各種講習会等を開催する。  

（５）下記関係団体と協力して、消防思想の普及及び火災予防の徹

底を図る。  

（公財）千葉県消防協会  

（一社）千葉県危険物安全協会連合会  

千葉県少年女性防火委員会  

（一社）千葉県消防設備協会  

第２章 災害予防計画 

第７節 消防計画 

５ 消防思想の普及（防災危機管理部）  

（３）県消防大会及び県操法大会を開催して、消防職員・団員の

士気の高揚を図る。  

（４）各種講習会等を開催する。  

（５）下記関係団体と協力して、消防思想の普及及び火災予防の

徹底を図る。  

（公財）千葉県消防協会  

（一社）千葉県危険物安全協会連合会  

千葉県少年婦人防火委員会  

（一社）千葉県消防設備協会 

危機管理政策

課 

地域室 

風-2-33 

防災基本計画 

修正のため 

第２章 災害予防計画 

第８節 要配慮者等の安全確保のための体制整備 

（２）避難行動要支援者名簿の作成等 

イ 避難行動要支援者名簿の作成 

市町村は、把握した要配慮者情報をもとに、避難行動要支

援者名簿を作成する。 

    また、避難行動要支援者名簿の作成にあたって、デジタル

技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

第２章 災害予防計画 

第８節 要配慮者等の安全確保のための体制整備 

（２）避難行動要支援者名簿の作成等 

イ 避難行動要支援者名簿の作成 

市町村は、把握した要配慮者情報をもとに、避難行動要

支援者名簿を作成する。 

（新規） 

危機管理政策

課 

地域室 

風-2-34 

防災基本計画 

修正のため 

オ 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 

（ア）避難行動要支援者名簿の更新 

 避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、市

町村は避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支援者

名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し、名簿情

報を最新の状態に保つ。 

 また、避難行動要支援者名簿の更新にあたって、デジタ

ル技術を活用するよう積極的に検討するものとする。 

オ 避難行動要支援者名簿の更新と情報の共有 

（ア）避難行動要支援者名簿の更新 

 避難行動要支援者の状況は常に変化しうることから、

市町村は避難行動要支援者の把握に努め、避難行動要支

援者名簿を更新する期間や仕組みをあらかじめ構築し、

名簿情報を最新の状態に保つ。 

（新規） 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

危機管理政策

課 

地域室 

風-2-35 

防災基本計画 

修正のため 

第２章 災害予防計画 

第８節 要配慮者等の安全確保のための体制整備 

（３）個別避難計画の作成等 

  ア 個別避難計画の作成 

  （ア）作成に係る方針及び体制等 

    市町村は、災害時の避難支援等を実効性のあるものとす

るため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平常時

から、防災担当部局や福祉担当部局の連携の下、避難支援

等関係者と連携し、名簿情報に係る避難行動要支援者ごと

に、作成の同意を得て、個別避難計画の作成に努めるもの

とし、県は、市町村の個別避難計画に係る取組を支援する。

作成に当たっては、地域の実情や避難行動要支援者本人

の状況を踏まえ、ハザードマップ上、危険な場所に居住す

る者等、特に優先して作成すべき避難行動要支援者から、

市町村や避難支援等関係者と避難行動要支援者本人とが具

体的に打合せを行いながら作成する。 

また、上記の計画作成と並行して、早期に避難行動要支

援者全体に計画が作成されるようにするため、本人や本人

の状況によっては、家族や地域において防災活動を行う自

主防災組織等が記入をする形態での個別避難計画の作成も

進める。 

併せて、個別避難計画の作成にデジタル技術を活用する

よう積極的に検討するものとする。 

第２章 災害予防計画 

第８節 要配慮者等の安全確保のための体制整備 

（３）個別避難計画の作成等 

  ア 個別避難計画の作成 

  （ア）作成に係る方針及び体制等 

    市町村は、災害時の避難支援等を実効性のあるものと

するため、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、平

常時から、防災担当部局や福祉担当部局の連携の下、避

難支援等関係者と連携し、名簿情報に係る避難行動要支

援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画の作成に

努める。 

作成に当たっては、地域の実情や避難行動要支援者本

人の状況を踏まえ、ハザードマップ上、危険な場所に居

住する者等、特に優先して作成すべき避難行動要支援者

から、市町村や避難支援等関係者と避難行動要支援者本

人とが具体的に打合せを行いながら作成する。 

また、上記の計画作成と並行して、早期に避難行動要

支援者全体に計画が作成されるようにするため、本人や

本人の状況によっては、家族や地域において防災活動を

行う自主防災組織等が記入をする形態での個別避難計

画の作成も進める。 

（新規） 

危機管理政策

課 

地域室 

風-2-35 

防災基本計画 

修正のため 

ウ 個別避難計画の更新 

    市町村は、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマッ

プの見直しや更新、災害時の避難方法の変更等を適切に反映

したものとなるよう、必要に応じて個別避難計画を更新する。

    また、個別避難計画の更新にあたって、デジタル技術を活

用するよう積極的に検討するものとする。 

ウ 個別避難計画の更新 

    市町村は、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマ

ップの見直しや更新、災害時の避難方法の変更等を適切に

反映したものとなるよう、必要に応じて個別避難計画を更

新する。 

   （新規） 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

危機管理政策

課 

防災対策課 

健康福祉部 

風-2-36 

防災基本計画 

修正のため 

第２章 災害予防計画 

第８節 要配慮者等の安全確保のための体制整備 

２ 要配慮者全般への対応  

 （３）防災設備等の整備 

県及び市町村は、ひとり暮らしの高齢者や障害者、ねたきりの高

齢者、視覚障害者等の安全を確保するための緊急通報システムや聴

覚障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うための文字放送受信

装置等の普及に努めるとともに、在宅者の安全性を高めるため、自

動消火装置及び火災報知器等の設置の推進に努める。 

また、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報を大規模停

電時も含め常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整備を

努めるものとする。 

なお、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関す

る情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体

制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講

ずるものとする。 

さらに、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑

な意思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするた

め、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必

要な施策を講ずるものとする。 

第２章 災害予防計画 

第８節 要配慮者等の安全確保のための体制整備 

２ 要配慮者全般への対応 

 （３）防災設備等の整備 

県及び市町村は、ひとり暮らしの高齢者や障害者、ねたきりの

高齢者、視覚障害者等の安全を確保するための緊急通報システム

や聴覚障害者等への災害情報の伝達を効果的に行うための文字

放送受信装置等の普及に努めるとともに、在宅者の安全性を高め

るため、自動消火装置及び火災報知器等の設置の推進に努める。

また、災害に関する情報及び被災者に対する生活情報を大規模

停電時も含め常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整

備を努めるものとする。 

（新規） 

防災対策課 

風-2-38 

修正された国

の防災基本計

画において

「重要拠点の

通信確保」の

記載が追加さ

れたため、そ

れに倣ったも

の 

第２章 災害予防計画 

第９節 情報連絡体制の整備 

大規模震災時には、通信の途絶や輻輳等が予想されるため、県、市

町村及び防災関係機関は、情報収集伝達手段として、防災通信網の

整備充実を図り、応急対策における情報伝達を迅速に進めるととも

に、訓練等を通じて通信機器の操作の習熟に努める。 

また、電気通信事業者にあっては、電気通信設備の安全・信頼性強

化に向けた取組みを推進することに努めるものとし、特に、地方公

共団体の庁舎等の重要拠点の通信確保に配慮するものとする。 

なお、災害時の通信連絡系統は以下のとおりである。 

第２章 災害予防計画 

第９節 情報連絡体制の整備 

大規模震災時には、通信の途絶や輻輳等が予想されるため、県、

市町村及び防災関係機関は、情報収集伝達手段として、防災通信

網の整備充実を図り、応急対策における情報伝達を迅速に進め

る。 

また、訓練等を通じて通信機器の操作の習熟に努める。 

 

 

なお、災害時の通信連絡系統は以下のとおりである。 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

消防課 

風-2-42 

本文の脱字修

正のため 

第２章 災害予防計画 

第９節 情報連絡体制の整備 

11 アマチュア無線の活用（防災危機管理部） 

第２章 災害予防計画 

第９節 情報連絡体制の整備 

11 アマチュア無線の活用（防災危機管部） 

危機管理政策

課 

風-2-43 

国の防災基本

計画と記載を

合わせるた

め。 

第２章 災害予防計画 

第１０節 備蓄・物流計画 

１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備 

（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・簡易トイレ・

携帯トイレ・常備薬・マスク・消毒液・段ボールベッド・パー

ティション・炊き出し用具・毛布・その他生活必需物資や感染

症対策を含む避難所運営に必要な資機材、家庭動物の飼養に関

する資材等を中心とした備蓄に努めるものとする。 

 

第２章 災害予防計画 

第１０節 備蓄・物流計画 

１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備 

（２）市町村における備蓄・調達体制の整備 

ア 生命維持や生活に最低限必要な食料・飲料水・簡易トイ

レ・携帯トイレ・常備薬・マスク・消毒液・段ボールベッド・

パーティション・炊き出し用具・毛布・その他生活必需物資

や感染症対策を含む避難所運営に必要な資機材等を中心と

した備蓄に努めるものとする。 

防災対策課 

風-2-44 

今回の防災基

本計画改正に

おいて、物資

輸送拠点の運

営に係る人員

や資機材等の

確保に努める

ものとする旨

が追加された

ため。 

第２章 災害予防計画 

第１０節 備蓄・物流計画 

１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備 

（５）県及び市町村における災害時の物流体制の整備 

イ 市町村における物流体制 

市町村は、指定した拠点へ搬入される物資を避難所等へ輸送し、

避難者へ供給する役割を果たす必要がある。そのため、平時から

物資の集積拠点を選定しておくとともに、大量な物資の仕分 

けや避難所への輸送等につき、地域特性に応じて、民間物流事業

者、ＮＰＯ、住民団体等と連携して人員や資器材を確保する等の

体制を整備するものとする。 

 

第２章 災害予防計画 

第１０節 備蓄・物流計画 

１ 食料・生活必需物資等の供給体制の整備 

（５）県及び市町村における災害時の物流体制の整備 

イ 市町村における物流体制 

市町村は、指定した拠点へ搬入される物資を避難所等へ輸送

し、避難者へ供給する役割を果たす必要がある。そのため、平

時から物資の集積拠点を選定しておくとともに、大量な物資の

仕分けや避難所への輸送等につき、地域特性に応じて、民間物

流事業者、ＮＰＯ、住民団体等と連携するなどの体制を整備す

るものとする。 

 

 

医療整備課 

風-2-45 

 

 

時点修正のた

め 

第２章 災害予防計画 

第１０節 備蓄・物流計画 

２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 

 （２）応急医療資機材の備蓄 

 大規模災害時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療救護活

動に必要な応急医療資機材を保健所（健康福祉センター）等に整

第２章 災害予防計画 

第１０節 備蓄・物流計画 

２ 医薬品及び応急医療資機材等の整備（健康福祉部） 

 （２）応急医療資機材の備蓄 

 大規模災害時の円滑な医療救護活動の実施を図るため医療救

護活動に必要な応急医療資機材を保健所（健康福祉センター）
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

備しているところである。 

 （令和3年7月1日現在）
 

整 備 状 況 応急医療資機

県医療整備課(4 セット)、習志野保健所(13
セット)、市川保健所(16セット)、松戸保健
所(23セット)、野田保健所(5セット)、印旛
保健所(14セット)、印旛保健所成田支所(10
セット)、香取保健所(5 セット)、海匝保健
所(5セット)、八日市場地域保健センター(5
セット)、山武保健所(10セット)、長生保健
所(5 セット)、夷隅保健所(6 セット)、安房
保健所(10 セット)、鴨川地域保健センター
(5セット)、君津保健所(10セット)、市原保
健所(10セット) 

識別連絡表、蘇

生・吸引・酸素

吸入器、包帯、

注射、輸液 

等に整備しているところである。 

 （令和3年7月1日現在）
 

整 備 状 況 応急医療資機

県医療整備課(4 セット)、習志野保健所(13
セット)、市川保健所(16セット)、松戸保健
所(23セット)、野田保健所(5セット)、印旛
保健所(14セット)、印旛保健所成田支所(10
セット)、香取保健所(5 セット)、海匝保健
所(5セット)、八日市場地域保健センター(5
セット)、山武保健所(10セット)、長生保健
所(5 セット)、夷隅保健所(6 セット)、安房
保健所(10 セット)、鴨川地域保健センター
(5セット)、君津保健所(10セット)、市原保
健所(10セット) 

識別連絡表、蘇

生・吸引・酸素

吸入器、包帯、

注射、輸液 

危機管理政策

課 

地域室 

風-2-47 

 

防災基本計画 

（新旧P.12）

修正のため 

 

第２章 災害予防計画 

第１１節 防災施設の整備 

４ 避難施設の整備 

（２）指定避難所の指定等 

  イ 指定避難所の整備等 

（ア）施設の選定に当たっては、災害により重大な被害が及ば

ない耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の耐震

対策を図るとともに、対象地域の被災者を収容することが

可能な構造又は設備を有するものの指定に努め、平常時か

ら指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等

について、住民への周知徹底を図る。また、災害時に指定

避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、

ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に

努める。 

第２章 災害予防計画 

第１１節 防災施設の整備 

４ 避難施設の整備 

（２）指定避難所の指定等 

  イ 指定避難所の整備等 

（ア）施設の選定に当たっては、災害により重大な被害が及

ばない耐震性、耐火性を確保し、天井等の非構造部材の

耐震対策を図るとともに、対象地域の被災者を収容する

ことが可能な構造又は設備を有するものの指定に努め、

平常時から指定避難所の場所、収容人数等について、住

民への周知徹底を図る。また、災害時に指定避難所の開

設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームペ

ージやアプリケーション等の多様な手段の整備に努め

る。 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

危機管理政策

課 

地域室 

風-2-48 

 

防災基本計画 

（ 新 旧

P.12,23）修正

のため 

 

（イ）避難所に指定した建物については、必要に応じ、井戸、

給水タンク、仮設トイレ、マンホールトイレ、洋式トイレ、

非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信を活用し

たインターネット機器等の通信機器、空調、照明、テレビ・

ラジオ等の避難生活の環境を良好に保ち、要配慮者にも配

慮した設備の整備に努める。 

   なお、トイレ環境の整備に当たっては、簡易トイレ、ト

イレカー、トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置

に配慮するよう努めるものとする。 

（イ）避難所に指定した建物については、必要に応じ、冷暖

房施設、換気や照明など避難生活の環境を良好に保つた

めの設備の整備に努める。 

 

危機管理政策

課 

地域室 

風-2-48 

防災基本計画 

（新旧P.12）

修正のため 

 

（カ）あらかじめ避難所内の空間配置図、レイアウト図などの施

設の利用計画を作成するよう努めるものとする。また、避難

所に要配慮者の入所できる福祉避難室用のスペースの確保

について考慮するものとする。 

（カ）避難所に要配慮者の入所できる福祉避難室用のスペー

スの確保について考慮するものとする。 

 

危機管理政策

課 

地域室 

風-2-48 

 

防災基本計画 

（新旧P.12）

修正のため 

 

（セ）新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、

避難所で感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時

から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して取組を進

めるとともに、必要な場合は、ホテルや旅館の活用等を含

めて検討し、可能な限り多くの避難所を確保するよう努め

る。 

 

（セ）新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、

避難所で感染症患者が発生した場合の対応を含め、平常

時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して取組

を進めるとともに、必要な場合は、ホテルや旅館の活用

等を含めて検討し、可能な限り多くの避難所を確保する

よう努める。 

 

危機管理政策

課 

地域室 

風-2-48 

防災基本計画

の修正 

（タ）市町村及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好

な生活環境の継続的な確保のために、専門家、ＮＰＯ・ボ

ランティア等との定期的な情報交換や避難生活支援に関す

る知見やノウハウを有する地域の人材の確保・育成に努め

る。 

（タ）市町村及び各指定避難所の運営者は、指定避難所の良

好な生活環境の継続的な確保のために、専門家、ＮＰ

Ｏ・ボランティア等との定期的な情報交換に努める。 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

風-2-48 

防災基本計画 

（新旧P.13）

修正のため 

 

（チ）市町村は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体

が地域の実情に応じて実施している状況把握の取組を円滑に

行うことができるよう事前に実施主体間の調整を行うととも

に、状況把握が必要な対象者や優先順位付け、個人情報の利

用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよう努め

るものとする。 

 

（新規） 

 

風-2-49 

防災基本計画 

（新旧P.13）

修正のため 

 

（ツ）市町村は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみ                                     

で避難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、

あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しや

すい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を設置するこ

と等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるもの

とする 

（新規） 

 

風-2-49 

防災基本計画 

（新旧P.13）

修正のため 

 

（テ）市町村は、やむを得ず車中泊により避難生活を送る避難

者が発生する場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応

じ、車中泊避難を行うためのスペースを設置すること等、

車中泊避難者の支援方策を検討するよう努めるものとす

る。その際、車中泊を行うに当たっての健康上の留意点等

の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努める

ものとする。 

 

（新規） 

 

防災対策課 

風-3-5 

千葉県災害対

策本部要綱改

正に伴う修正 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害対策本部活動 

１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

（２）県災害対策本部（表の修正） 

本 

部 

事 

務 

局 

事務局長 防災危機管理部次長 

事務局次長 

危機管理政策課長 

防災対策課長 

危機管理室長 

災害・危機対策監 

総務課長 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害対策本部活動 

１ 県の活動体制（防災危機管理部） 

（２）県災害対策本部（表の修正） 

本 

部 

事 

務 

局 

事務局長 防災危機管理部次長 

事務局次長 

危機管理政策課長 

防災対策課長 

危機管理室長 

災害・危機対策監 

総務課長 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

人事課長 

財政課長 

市町村課長 

事務局職員 

統制班 

庶務班 

情報班 

応急対策班 

応援受援班 

航空運用調整班 

被災者支援班 

住家被害対応班 

物資支援班 

通信・システム班 

広報班 

現地派遣班 

放射能事故対応班 
 

人事課長 

財政課長 

市町村課長 

事務局職員 

庶務班 

情報班 

応急対策班 

応援受援班 

航空運用調整班 

被災者支援班 

住家被害対応班 

物資支援班 

通信・システム班 

広報班 

現地派遣班 

放射能事故対応班 
 

 

防災対策課 

風-3-6 

 

千葉県災害対

策本部要綱改

正に伴う修正 

 

（イ）本部事務局 

ｄ 事務局の事務分掌等 

 事務局の事務を統制班、庶務班、情報班、応急対策班、応援受援

班、航空運用調整班、被災者支援班、住家被害対策班、物資支援

班、通信・システム班、広報班、現地派遣班、放射能事故対応班

の１２班に分け、各班の班長は、事務局長が指名する。班員は、

石油コンビナート災害などの複合災害に対応するため、石油コン

ビナート等防災本部事務局等との兼務をできるだけ避け、いかな

る災害が同時多発的に発生した場合でも、迅速かつ機動的な応急

対応が実行できるよう体制の強化を図る。 

 

（イ）本部事務局 

ｄ 事務局の事務分掌等 

 事務局の事務を庶務班、情報班、応急対策班、応援受援班、航

空運用調整班、被災者支援班、住家被害対策班、物資支援班、

通信・システム班、広報班、現地派遣班、放射能事故対応班の

１２班に分け、各班の班長は、事務局長が指名する。班員は、

石油コンビナート災害などの複合災害に対応するため、石油コ

ンビナート等防災本部事務局等との兼務をできるだけ避け、い

かなる災害が同時多発的に発生した場合でも、迅速かつ機動的

な応急対応が実行できるよう体制の強化を図る。 

 

防災対策課 

風-3-9 

 

千葉県応急対

策本部設置要

綱改正に伴う

修正 

（３）県応急対策本部（表の修正） 

本 

 

部 

 

事 

事務局長 防災危機管理部次長 

事務局職員 

統制班 

庶務班 

情報班 

（３）県応急対策本部（表の修正） 

本 

 

部 

 

事 

事務局長 防災危機管理部次長 

事務局職員 

庶務班 

情報班 

応急対策班 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

 

務 

 

局 

応急対策班 

応援受援班 

航空運用調整班 

被災者支援班 

住家被害対応班 

物資支援班 

通信・システム班 

広報班 

現地派遣班 

放射能事故対応班 
 

 

務 

 

局 

応援受援班 

航空運用調整班 

被災者支援班 

住家被害対応班 

物資支援班 

通信・システム班 

広報班 

現地派遣班 

放射能事故対応班 
 

防災対策課 

風-3-16 

資料編の追加 第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害対策本部活動 

５ 市町村支援（防災危機管理部） 

（１）情報連絡員の派遣について 

（略） 

 ＜資料編１－22 千葉県情報連絡員運用要綱＞ 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害対策本部活動 

５ 市町村支援（防災危機管理部） 

（１）情報連絡員の派遣について 

（略） 

 

危機管理政策

課 

風-3-19 

 

 

千葉市の救助

実施市指定

（R5.4） 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害対策本部活動 

６ 災害救助法の適用手続等（防災危機管理部） 

(３）救助の実施機関 

  ア 知事は、災害時において、県内（救助実施市を除く）に災

害救助法を適用する場合は、国からの法定受託事務として応

急的に必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を

受けるおそれのある者の保護と社会秩序の保全を図る。 

 

  エ 救助実施市（千葉市）は、その区域内に災害救助法を適用

する場合は、救助の実施主体としてアの事務を行い、救助実

施市を含む複数の県内市町村に災害救助法が適用された場

合、知事は救助において必要となる物資の供給又は役務の提

供が適正かつ円滑に行われるよう、救助実施市の長その他の

関係者との連絡調整を行う。 

第３章 災害応急対策計画 

第１節 災害対策本部活動 

６ 災害救助法の適用手続等（防災危機管理部） 

（３）救助の実施機関 

  ア 知事は、災害時において、県内に災害救助法を適用する

場合は、国からの法定受託事務として応急的に必要な救助

を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれの

ある者の保護と社会秩序の保全を図る。 

   

（新規） 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

危機管理政策

課 

政策室 

風-3-22 

名称が変更さ

れたため 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

１ 通信体制（全庁） 

（２）通信連絡手段 

ア 気象警報、予報、情報及び通報の伝達 

（イ）市町村 

  （中略） 

  X（旧：ツイッター）等のＳＮＳ 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

１ 通信体制（全庁） 

（２）通信連絡手段 

ア 気象警報、予報、情報及び通報の伝達 

（イ）市町村 

  （中略） 

  ツイッター等のＳＮＳ 

東京ガス（株）

風-3-23 

組織改正のた

め 

（６）通信施設が使用不能の場合における他の通信施設の利用（防

災危機管理部） 

イ 関東地方非常通信協議会の構成機関である次の機関の通信

施設 

（ク）東京ガス（株）／東京ガスネットワーク（株）通信施設       

＜資料編３－12 ＮＨＫ千葉放送局・東京ガス（株）／東京ガスネ

ットワーク（株）通信施設＞ 

（６）通信施設が使用不能の場合における他の通信施設の利用

（防災危機管理部） 

イ 関東地方非常通信協議会の構成機関である次の機関の

通信施設 

（ク）東京ガスネットワーク（株）通信施設        

＜資料編３－12 ＮＨＫ千葉放送局・東京ガスネットワーク

（株）通信施設＞ 

銚子地方気象

台 

 

風-3-28 

気象庁HP「特

別警報、警報、

注意報、気象

情報」参照 

https://www.

jma.go.jp/jm

a/kishou/kno

w/yougo_hp/k

eihou.html 

 

２ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備 

（２）気象通報組織の整備 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

※ 土砂崩れ注意報及び浸水注意報はその注意報事項を気象注意報

に、土砂崩れ警報はその警報事項を気象警報に、土砂崩れ特別警報

はその警報事項を気象特別警報に、浸水警報はその警報事項を気象

警報又は気象特別警報に、それぞれ含めて行われる。 

  土砂崩れ特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発

表される。浸水警報の警報事項を含めて行われる気象特別警報は、

「大雨特別警報（浸水害）」として発表される。 

２ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備 

（２）気象通報組織の整備 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

表の最後に追記 

 

河川環境課 

風-3-29 

 

 

 

 

国からの通知

による 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

カ 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険度

が更に高まったとき、市町村長の避難指示や住民の自主避難の判断

を支援するため、対象となる市町村（土砂災害警戒区域のない浦安

 

 

カ 土砂災害警戒情報 

大雨警報（土砂災害）発表中に、大雨による土砂災害発生の危険

度が更に高まったとき、市町村長の避難指示や住民の自主避難の

判断を支援するため、対象となる市町村（土砂災害危険個所のな
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

 

 

 

 

市、九十九里町、白子町、長生村は除く）を特定して警戒を呼びか

ける情報で、千葉県と銚子地方気象台が共同で発表する。なお、こ

れを補足する情報である「土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の

危険度分布）」で、実際に危険度が高まっている場所を確認するこ

とができる。避難が必要とされる警戒レベル４に相当。 

い浦安市、九十九里町、白子町、長生村は除く）を特定して警戒

を呼びかける情報で、千葉県と銚子地方気象台が共同で発表す

る。なお、これを補足する情報である「土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分布）」で、実際に危険度が高まっている

場所を確認することができる。避難が必要とされる警戒レベル４

に相当。 

大気保全課 

風-3-30 

終了予定のた

め 

 第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

２ 気象注意報・警報等の伝達 

（２） 気象通報組織の整備 

 

 第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

２ 気象注意報・警報等の伝達 

（２） 気象通報組織の整備 

 

銚子地方気象

台 

風-3-30 

気象業務法施

行例に基づき

修正 

セ 線状降水帯に関する各種情報 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の降

水帯により非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いている場

合、「線状降水帯」というキーワードを用いて、「顕著な大雨に関す

る気象情報」（府県気象情報の一種）が発表される。この情報は警戒

レベル相当情報を補足する情報で、警戒レベル４相当以上の状況で

発表される。 

また、この線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予

想された場合には、半日程度前から府県気象情報で発表される。 

 

 

 

（２）気象通報組織の整備 

ソ 特別警報・警報・注意報等の伝達系統図 

  

セ 線状降水帯に関する各種情報 

大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状の

降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いてい

る場合、「線状降水帯」というキーワードを用いて、顕著な大雨

に関する気象情報（府県気象情報の一種）が発表される。また、

この線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想

された場合には、府県気象情報により発表される。 

なお、実況の気象状況で、この情報が発表されたときは、避難が

必要とされる警戒レベル４相当以上の状況となる。 

 

 

 

（２）気象通報組織の整備 

ソ 特別警報・警報・注意報等の伝達系統図 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

１ 二重枠で囲まれている機関は気象業務法施行令第8条第1号並び

に第3号並びに第9条の規定に基づく法定伝達先。 

１ 二重枠で囲まれている機関は気象業務法施行令第8条第1号

の規定に基づく法定伝達先。 

銚子地方気象

台 

風-3-32 

追記 ２ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備 

（５）注意報・警報・特別警報実施基準 

令和５年６月８日から大雨、洪水注意報・警報基準値を改正した。 

令和６年５月２３日から洪水注意報・警報基準値を改正した。 

２ 気象注意報・警報等の伝達及び気象業務の整備 

（５）注意報・警報・特別警報実施基準 

（新規） 

銚子地方気象

台 

風-3-33 

資料編に基準

が

記載されてい

る

ため削除 

ア 気象官署が発表する注意報の基準 

千葉中央：千葉1.8m 

東葛飾：東京港1.8m・千葉1.8m 

印旛を除く 香取・海匝：銚子漁港1.0m 

山武・長生：銚子漁港1.0m 君津：神奈川県横浜港1.3ｍ 

夷隅・安房：館山市布良1.5m 

ア 気象官署が発表する注意報の基準 

千葉中央：千葉1.8m 

東葛飾：東京港1.8m・千葉1.8m 

印旛を除く 香取・海匝：銚子漁港1.0m 

山武・長生：銚子漁港1.0m 君津：神奈川県横浜港1.3ｍ 

夷隅・安房：館山市布良1.5m 

銚子地方気象

台 

風-3-34 

修正 イ 気象官署が発表する警報の基準 

台風等による海面の上昇によって、重大な被害が起こるおそれが 

ある場合。 

基準は高潮警報・注意報基準表。 

＜資料編３－15 高潮警報・注意報基準表＞ 

イ 気象官署が発表する警報の基準 

台風等による海面の上昇によって、重大な被害が起こるおそれが

ある場合。 

基準は高潮警報・注意報基準表。 

＜資料編３－15 大雨、洪水注意報及び警報基準表＞ 

銚子地方気象

台 

風-3-34 

資料編に基準

が

記載されてい

る

ため削除 

イ 気象官署が発表する警報の基準 

千葉中央：千葉3.3m 

東葛飾：東京港2.9m・千葉3.5m 

   印旛を除く。 香取・海匝：銚子漁港1.5m 

山武・長生：銚子漁港1.5m 君津：神奈川県横浜港1.6ｍ 

夷隅・安房：館山市布良1.8m 

イ 気象官署が発表する警報の基準 

千葉中央：千葉3.3m 

東葛飾：東京港2.9m・千葉3.5m 

   印旛を除く。 香取・海匝：銚子漁港1.5m 

山武・長生：銚子漁港1.5m 君津：神奈川県横浜港1.6ｍ 

夷隅・安房：館山市布良1.8m 

防災対策課 

風-3-38 

誤記載のため 

 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

３ 被害情報等収集・報告（防災危機管理部、警察本部、市町村） 

（３）各機関が実施する情報収集・報告 

イ 県 

（ア）本庁 

ｃ 災害対策本部 

ヘリテレ搭載回転翼 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

３ 被害情報等収集・報告（防災危機管理部、警察本部、市町村）

（３）各機関が実施する情報収集・報告 

イ 県 

（ア）本庁 

ｃ 災害対策本部 

ヘリテレ搭載回転翼 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

・県警察本部  かとり１号、２号、３号 

・千 葉 市  おおとり１号、２号  

＜資料編１－12 千葉市消防局防災映像情報システムによる映

像情報の提供に関する覚書＞

・県警察本部  かとり１号、２号、３号 

・千葉市  おおとり１号、２号  

＜資料編１－12 ヘリコプターテレビ伝送システム

による映像情報の提供に関する覚書＞ 

報道広報課 

風-3-41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風-3-42 

広報媒体の追

加 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

４ 災害時の広報（総合企画部、防災危機管理部、市町村） 

（１）広報活動要領 

 県、市町村、防災関係機関は相互に連携して、流言飛語等に

よる社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被災地

の住民の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保するた

め、正確な情報を迅速に提供することに努める。 

 なお、県提供のテレビ・ラジオの広報番組、千葉県ホームペ

ージ（連動する各種インターネットサービスを含む）、県公式

SNS、県民だより等を活用して県民へ広報する場合は、総合企画

部報道広報課を窓口として行う。 

 

（３）広報方法 

（エ）インターネット（千葉県ホームページ、県公式SNSなど）

を活用した広報 

 

放送要請協定機関及び窓口 

機 関 

名 ・ 窓 

口 

県 防 災 行 政 無 線 一 般 加 入 電 話 

日本放送

協会千葉

放送局 

(放送) 

500-7393 500-7394 043-203-0507 043-203-0396 

千葉テレ

ビ放送㈱ 

報道局報

道部 

500-7303 500-9702 043-231-3111 043-231-4999 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

４ 災害時の広報（総合企画部、防災危機管理部、市町村） 

（１）広報活動要領 

 県、市町村、防災関係機関は相互に連携して、流言飛語等

による社会的混乱を防止し、民心の安定を図るとともに、被

災地の住民の適切な判断と行動を助け、住民等の安全を確保

するため、正確な情報を迅速に提供することに努める。 

 なお、県提供のテレビ・ラジオの広報番組、千葉県ホーム

ページ（連動する各種インターネットサービスを含む）、県

民だより等を活用して県民へ広報する場合は、総合企画部報

道広報課を窓口として行う。 

 

（３）広報方法 

（エ）インターネット（千葉県ホームページ、メールなど）

を活用した広報 

 

放送要請協定機関及び窓口 

機 関 

名 ・ 窓 

口 

県 防 災 行 政 無 線 一 般 加 入 電 話 

日本放送

協会千葉

放送局 

(放送) 

500-7393 500-7394 043-203-0597 043-203-

千葉テレ

ビ放送㈱ 

報道局報

道部 

500-7303 500-9702 043-231-3100 043-231-
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

㈱ベイエ

フ エ ム 

総務部 

500-9711 500-9712 043-351-7878 043-351-7827 

㈱ニッポ

ン放送 

編成局報

道部 

－ － 03-3287-1111 03-3287-7696 

 

㈱ベイエ

フエム 

総務部 

500-9711 500-9712 043-351-7841 043-351-7870 

 

㈱ニッポ

ン放送 

編成局報

道部 

－ － 03-3287-7622 03-3287-7696 

 

 

河川環境課 

風-3-44 

誤記のため 第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

５ 水防本部の組織 

（１） 組織系統 

 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

５ 水防本部の組織 

（１） 組織系統 

 

 

 

 

 

 

河川環境課 

風-3-47 

水防計画に合

わせて修正 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

６ 水防本部の配備体制と活動内容 

（２） 水防配備体制 

水防警戒体制 

③水位情報周知河川において、氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）

に達したとき。（自動配備） 

第３章 災害応急対策計画 

第２節 情報収集・伝達体制 

６ 水防本部の配備体制と活動内容 

（２） 水防配備体制 

水防警戒体制 

③水位情報周知河川において、避難判断水位（特別警戒水位）に

達したとき。（自動配備） 

(7) 本部指令班（県庁） 
 
 
 千葉県立病 医薬品卸業 

総務担当 
当 

渉外担当 

医療救護班 ボランティ 

(7) 本部指令班（県庁） 
 
 
 指令担当 情報担当 

総務担当 
当 

渉外担当 

災害担当 予備員 

-65-



 

担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

河川環境課 

風-3-48 

 （留意事項） 

１ 水防本部員は、常に気象状況の変化に注意し、水防配備指令の発

令が予測されるときは、情報収集を行い出動準備を心がけるものと

する。 

２ 水防配備指令発令後は出来る限り不急の外出はさけ、待機しなけ

ればならない。 

（留意事項） 

１ 水防本部員は、常に気象状況の変化に注意し、水防指令の発

令が予測されるときは、情報収集を行い出動準備を心がけるもの

とする。 

２ 配備指令発令後は出来る限り不急の外出はさけ、待機しなけ

ればならない。 

危機管理政策

課 

政策室 

風-3-53 

名称が変更さ

れたため 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避難計画 

３ 避難の指示等（防災危機管理部、県土整備部、警察本部） 

（３）避難の措置と周知 

 ア 住民等への周知 

  （中略） 

  X（旧：ツイッター）等のＳＮＳ 

 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避難計画 

３ 避難の指示等（防災危機管理部、県土整備部、警察本部） 

（３）避難の措置と周知 

 ア 住民等への周知 

  （中略） 

ツイッター等のＳＮＳ 

危機管理政策

課地域室 

風-3-53 

防災基本計画 

修正のため 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避難計画 

４ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警察

本部、市町村） 

 避難誘導は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、市

町村職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、住民

が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努める。誘導

に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集団避難を行う

ものとし、避難行動要支援者の避難を優先して行う。 

また、市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘導するため、

あらかじめ避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難行動要

支援者名簿及び個別避難計画を作成するとともに、定期的な更新

に努める。作成した名簿及び個別避難計画は、本人の同意等を得

た上で（市町村の条例に特別の定めがある場合を除く）、消防、警

察、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織等の市

町村地域防災計画で定める関係者へ提供し、個別避難計画の実効

性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難支

援体制の整備に努める。 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避難計画 

４ 避難誘導等（防災危機管理部、健康福祉部、県土整備部、警

察本部、市町村） 

 避難誘導は、市町村地域防災計画に定めるところによるが、

市町村職員、警察官、消防職員その他の避難措置の実施者は、

住民が安全かつ迅速に避難できるよう避難先への誘導に努め

る。誘導に当たっては、できるだけ自主防災組織等ごとの集団

避難を行うものとし、避難行動要支援者の避難を優先して行

う。 

また、市町村は、避難行動要支援者を適切に避難誘導するた

め、あらかじめ避難行動要支援者に関する情報を把握し、避難

行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成するとともに、定期

的な更新に努める。作成した名簿及び個別避難計画は、本人の

同意等を得た上で（市町村の条例に特別の定めがある場合を除

く）、消防、警察、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、自

主防災組織等の市町村地域防災計画で定める関係者へ提供し、

避難支援体制の整備に努める。 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

危機管理政策

課地域室 

風-3-54 

新型コロナウ

イルス感染症

の５類感染症

移行のため 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避 難 計 画 

４ 避難誘導等 

（３）削除 

 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避 難 計 画 

４ 避難誘導等 

（３）県及び保健所設置市は、新型コロナウイルス感染症を含む

感染症の自宅療養者等の被災に備えて、平常時から、保健所

と防災担当部局（県においては、県内市町村の防災担当部局

を含む。）との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅

療養者等が危険エリアに居住しているか確認を行うよう努

める。また、市町村の防災担当部局との連携の下、自宅療養

者等の避難の確保に向けた具体的な検討・調整を行うととも

に、必要に応じて、自宅療養者等に対し、避難の確保に向け

た情報を提供するよう努めるものとする。 

危機管理政策

課地域室 

風-3-54 

新型コロナウ

イルス感染症

の５類感染症

移行のため 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避 難 計 画 

５ 避難所等の開設・運営 

（２）市町村は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防災

組織やボランティア組織と協力して避難所の効率的な管理運営がな

されるよう、県が策定した「災害時における避難所運営の手引き～

新型コロナウイルス感染症への対応編～」を参考とし避難所ごとの

運営マニュアルの策定を促進する。 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避 難 計 画 

５ 避難所の開設・運営 

（２）市町村は、本来の施設管理者の監督のもとで住民の自主防

災組織やボランティア組織と協力して避難所の効率的な管理運

営がなされるよう、県が策定した「災害時における避難所運営の

手引き～新型コロナウイルス感染症への対応編～」を参考とし避

難所ごとの運営マニュアルの策定を促進する。 

危機管理政策

課 

歯科医師会 

風-3-54 

防災基本計画 

（新旧P.21）

修正等のため 

（５）市町村は、被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態の

保持等の健康管理に努めるとともに、避難所における食物アレ

ルギーを有する者のニーズの把握や摂食嚥下機能のアセスメン

トの実施、食物アレルギーや食形態、や栄養バランス等に配慮

した食料の確保、入浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、

福祉的な支援の実施等に努めるものとする。 

（５）市町村は、被災者の健康状態の把握、栄養指導、衛生状態

の保持等の健康管理に努めるとともに、避難所における食物

アレルギーを有する者のニーズの把握やアセスメントの実

施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努めるものと

する。 

危機管理政策

課 

風-3-54 

防災基本計画 

（新旧P.21）

修正のため 

（７）市町村は、在宅避難者等の支援拠点が設置された場合は、利

用者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の

補充等の支援を行うものとし、被災者支援に係る情報を支援の

ための拠点の利用者に対しても提供するものとする。 

（新規） 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

危機管理政策

課 

風-3-55 

防災基本計画 

（ 新 旧

P.21,22）修正

のため 

（８）市町村は、車中泊避難を行うためのスペースが設置された場

合は、車中泊避難を行うためのスペースの避難者数、食料等の

必要な物資数等を集約し、必要に応じ物資の補充等の支援を行

うものとし、被災者支援に係る情報を車中泊避難を行うための

スペースの避難者に対しても提供するものとする。この際、車

中泊避難の早期解消に向け、必要な支援の実施等に配慮するよ

う努めるものとする。 

（新規） 

 

危機管理政策

課 

風-3-55 

防災基本計画 

（新旧P.20）

修正のため 

（９）市町村は、「災害時における避難所運営の手引き」を参考に、

避難場所や避難所に家庭動物と同行避難した被災者について、

適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入

状況を含む避難状況等の把握に努める。また、家庭動物の収容

場所を確保するとともに、トラブル等が起きないようルールの

作成及び家庭動物との同行避難訓練の実施に努める。 

（７）市町村は、家庭動物との同行避難に備えて、「災害時にお

ける避難所運営の手引き」を参考に、家庭動物の収容場所を

確保するとともに、トラブル等が起きないようルールの作成

及び家庭動物との同行避難訓練の実施に努める。 

 

危機管理政策

課 

風-3-55 

防災基本計画 

（新旧P.20）

修正のため 

（10）市町村は、避難所開設当初からパーティションや段ボールベ

ッド等の簡易ベッドを設置するよう努めるとともに、状況によ

り避難生活が長期化するような場合に備え、基本的な生活に対

応できる環境を整えるために必要な資機材の備蓄や、速やかに

調達できる体制の整備に努める。主なものとしては、炊き出し

のための調理設備や器具、燃料、洗濯機等、畳、仮設風呂・シ

ャワーなどである。 

また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の移

り変わりにも柔軟に対応できる環境づくりに努める。 

 

（11）～（15） 

（８）市町村は、状況により避難生活が長期化するような場合に

備え、基本的な生活に対応できる環境を整えるために必要な

資機材の備蓄や、速やかに調達できる体制の整備に努める。

主なものとしては、炊き出しのための調理設備や器具、燃料、

洗濯機等、段ボールベッド、畳・パーティション、仮設風呂・

シャワーなどである。 

また、季節対策として、寒さ対策や暑さ対策など、季節の

移り変わりにも柔軟に対応できる環境づくりに努める。 

 

 

（９）～（13） 

危機管理政策

課 

風-3-55 

国の防災基本

計画と記載

を合わせる

ため。 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避難計画 

５ 避難所の開設・運営 

（１５）市町村は、必要に応じ、被災者支援等の観点から指定避難

所における家庭動物のためのスペース確保に努めるとともに、獣

医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携

に努めるものとする。 

 

第３章 災害応急対策計画 

第４節 避難計画 

５ 避難所の開設・運営 

（１３）市町村は、必要に応じ、指定避難所における家庭動物の

ためのスペース確保に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業

者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとす

る。 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

危機管理政策

課支援室 

医療整備課 

風-3-56 

防災基本計画

の修正 

第３章 災害応急対策計画 

第５節 要配慮者等の安全確保対策 

２ 避難所の開設、要配慮者への対応 

（１）避難所の開設は、本章第４節「避難計画」による。 

県及び市町村は、要配慮者の避難状況を速やかに確認し、避難所

内において要配慮者スペースを確保するとともに、健康状態や特性

等を把握し、要配慮者に配慮した運営に努めることとする。 

また、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができるよう、多様な情

報伝達手段の確保に努めることとする。 

ウ 避難所における要配慮者支援への理解促進 

 また、県は避難所の高齢者、障害者、乳幼児その他の要配慮者

の生活機能の低下の防止等のため、市町村から派遣要請があった場

合等、必要に応じて、協定に基づき、千葉県災害福祉支援チーム（Ｄ

ＷＡＴ）や災害支援ナースを避難所へ派遣する。 

第３章 災害応急対策計画 

第５節 要配慮者等の安全確保対策 

２ 避難所の設置、要配慮者への対応 

（１）避難所の開設は、本章第４節「避難計画」による。 

県及び市町村は、要配慮者の避難状況を速やかに確認し、避難所

内において要配慮者スペースを確保するとともに、健康状態等を

把握し、要配慮者に配慮した運営に努めることとする。 

 

ウ 避難所における要配慮者支援への理解促進 

 また、県は避難所の高齢者、障害者、乳幼児その他の要配慮者

の生活機能の低下の防止等のため、市町村から派遣要請があった

場合等、必要に応じて、「千葉県災害福祉支援チームの派遣に関

する基本協定」により、千葉県災害福祉支援チーム（ＤＷＡＴ）

を避難所へ派遣する。 

 

医療整備課 

風-3-67 

 

 

時点修正のた

め 

第３章 災害応急対策計画 

第６節 消防・救助救急・医療救護活動 

医療救護活動の体系図 

 時点修正による差し替え 

第３章 災害応急対策計画 

第６節 消防・救助救急・医療救護活動 

医療救護活動の体系図 

 

医療整備課 

風-3-68 

 

 

時点修正のた

め

第３章 災害応急対策計画 

第６節 消防・救助救急・医療救護活動 

災害拠点病院一覧図 

 時点修正による差し替え 

 

第３章 災害応急対策計画 

第６節 消防・救助救急・医療救護活動 

災害拠点病院一覧図 

 

 

医療整備課 

風-3-69 

 

 

時点修正のた

め 

第３章 災害応急対策計画 

第６節 消防・救助救急・医療救護活動 

医療機関隣接ヘリコプター離着陸場一覧 

第３章 災害応急対策計画 

第６節 消防・救助救急・医療救護活動 

医療機関隣接ヘリコプター離着陸場一覧 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

 

地  

域 

医 療 機 関 隣接ヘリコプター離着陸

場 

 （略）  

千葉

市美

浜区 

千葉県総合救急災害医

療センター 

 

千葉県総合救急災害医療

センター 

専用ヘリポート 

 （略）  

 

地  

域 

医 療 機 関 隣接ヘリコプター離着陸

場 

 （略）  

千葉

市美

浜区 

千葉県救急医療センタ

ー 

 

印旛沼下水道事務所 

 （略）  

 

防災対策課 

風-3-74 

 

制度改正のた

め 

 

第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 

２ 交通対策計画（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部、

警察本部、市町村） 

（５） 緊急通行車両の確認等（防災危機管理部、警察本部） 

イ 緊急通行車両の災害発生前の確認 

（イ） 公安委員会は、前記（ア）により緊急通行車両に該当すると

認められるものについては、標章及び確認証明書を交付する。 

（ウ） 標章の交付を受けた車両については、交通検問所で緊急交通

路の通行を求めるときは、標章及び確認証明書を提示し、現に災害

応急対策を実施するための運転中の車両であることの確認を受け

る。 

（エ）災害発生前の確認に関する手続は、別に定める。 ＜資料編５

－１ 緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事前届出事務手

続き等＞ 

 

第７節 警備・交通の確保・緊急輸送対策 

２ 交通対策計画（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部、

警察本部、市町村） 

（５） 緊急通行車両の確認等（防災危機管理部、警察本部） 

イ 緊急通行車両の事前届出・確認 

（イ）公安委員会は、前記（ア）により緊急通行車両に該当する

と認められるものについては、緊急通行車両等事前届出済証（以

下「届出済証」という。）を交付する。 

（ウ）届出済証の交付を受けた車両については、警察本部、高速

道路交通警察隊本部、警察署又は交通検問所に当該届出済証を提

出して、前記ア（ア）の確認を受けることができる。この場合に

おいて確認審査を省略して前記ア（イ）の標章及び確認証明書を

交付する。 

（エ）事前届出・確認に関する手続は、別に定める。 ＜資料編

５－１ 緊急通行車両等及び規制除外車両の確認及び事前届出事

務手続き等＞ 

道路環境課 

風-3-76 

風-3-77 

追記依頼のた

め 

２ 交通対策計画（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部、警

察本部、市町村） 

(10)交通マネジメント（県土整備部、警察本部、市町村） 

関東地方整備局は、応急復旧時に、渋滞緩和や交通量抑制により、

復旧活動、経済活動及び日常生活への交通混乱の影響を最小限に留

めることを目的に、交通システムマネジメント※１及び交通需要マ

ネジメント※２からなる交通マネジメント施策の包括的な検討・調

整等を行うため、「災害時交通マネジメント検討会（以下、「検討

２ 交通対策計画（防災危機管理部、農林水産部、県土整備部、

警察本部、市町村） 

（新規） 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

会」という。）」を組織するものとする。 

県は、市町村の要請があったとき又は自ら必要と認めたときは、

国土交通省関東地方整備局に検討会の開催を要請することができ

るものとする。 

検討会において協議・調整を図った交通マネジメント施策の実施

にあたり、検討会の構成員は、自己の業務に支障のない範囲におい

て構成員間の相互協力を行うものとする。 

検討会の構成員は、平時から、あらかじめ連携に必要な情報等を共

有しておくとともに、連携強化のための協議・訓練等を行うもの

とする。 

 

※１ 交通システムマネジメント：道路の交通混雑が想定される箇

所において実効性を伴う通行抑制や通行制限を実施することによ

り、円滑な交通を維持する取組 

※２ 交通需要マネジメント：自動車の効率的な利用や公共交通機

関への利用転換など、交通行動の変更を促して、発生交通量の抑制

や集中の平準化などの交通需要の調整を行うことにより、道路交通

の混雑を緩和していく取組 

危機管理政策

課 

風-3-87 

 

時点修正のた

め 

第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

３ 千葉県大規模災害時応援受援計画（防災危機管理部、健康福祉

部、環境生活部、警察本部、市町村） 

（１）救援部隊 

広域防災拠点（広域活動拠点等） ３４施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途） 

 （略）  

長生・夷隅ゾ

ーン 

（略） 

道の駅たけゆらの里お

おたき 

尼ケ台総合公園 

（略） 

警察 

 

消防、警察 

 （略）  
 

第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

３ 千葉県大規模災害時応援受援計画（防災危機管理部、健康福

祉部、環境生活部、警察本部、市町村） 

（１）救援部隊 

広域防災拠点（広域活動拠点等） ３２施設 

支援ゾーン 施設名 備考（用途）

 （略）  

長生・夷隅ゾ

ーン 

（略） 

（新規） 

 

 

（略） 

（新規） 

 

 

 （略）  
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

 

医療整備課 

風-3-88 

 

 

時点修正のた

め 

（２）医療救護 

広域防災拠点（災害拠点病院等） ２８施設 

支援ゾー

ン 
施設名 

備考（用

途等） 

 （略）  

千 葉 中 央

ゾーン 

千葉県総合救急災害

医療センター 

千葉大学医学部附属

病院 

千葉市立海浜病院 

国立病院機構千葉医

療センター 

千葉市立青葉病院 

 

 

 

 （略）  
 

（２）医療救護 

広域防災拠点（災害拠点病院等） ２８施設 

支援ゾー

ン 
施設名 

備考（用

途等） 

 （略）  

千 葉 中 央

ゾーン 

県救急医療センター 

千葉大学医学部附属

病院 

千葉市立海浜病院 

国立病院機構千葉医

療センター 

千葉市立青葉病院 

 

 

 

 （略）  
 

防災対策課 

風-3-90 

資料編の追加 第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

４ 県の市町村への応援（防災危機管理部） 

（１）情報連絡員の派遣について 

  （略） 

         ＜資料編１－22 千葉県情報連絡員運用要綱＞ 

第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

４ 県の市町村への応援（防災危機管理部） 

（１）情報連絡員の派遣について 

  （略） 

 

危機管理政策

課 

風-3-91 

防災基本計画

修正のため 

第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

７ 市町村の受援体制の整備（防災危機管理部、市町村） 

（略） 

特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応

援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。その際、感染症

対策のため、適切な空間の確保に配慮するものとする。また、応援

職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等

に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮

設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な

施設等のリスト化に努めるものとする。 

第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

７ 市町村の受援体制の整備（市町村） 

（略） 

特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や

応援職員等の執務スペースの確保を行うものとする。 

（新規） 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

歯科医師会 

風-3-92 

追記 第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

16 県外被災県等への支援（総務部、総合企画部、防災危機管理部、

健康福祉部、県土整備部、企業局、教育庁） 

（１）人材支援 

  ア 医療チームの派遣（ＤＭＡＴ、医療救護班、ＪＤＡＴ、Ｄ

ＰＡＴ等） 

第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

16 県外被災県等への支援（総務部、総合企画部、防災危機管理

部、健康福祉部、県土整備部、企業局、教育庁） 

（１）人材支援 

  ア 医療チームの派遣（ＤＭＡＴ、医療救護班、ＤＰＡＴ等）

健康福祉政策

課 

都市計画課 

風-3-92,93 

追記 第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

１６（１）人材支援 

ウ 福祉チームの派遣（ＤＷＡＴ） 

エ 災害時健康危機管理支援チームの派遣（ＤＨＥＡＴ） 

オ スクールカウンセラー等の派遣 

カ 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地応急危険度判定士の

派遣 

キ 上水道に関する応急給水隊、応急復旧隊等 

企業局は「社団法人日本水道協会千葉県支部災害時相互応援に関す

る協定（平成10年5月18日 

締結）」に基づき応援隊を派遣する。 

ク 職員の派遣 

第３章 災害応急対策計画 

第９節 広域応援の要請及び県外支援 

１６（１）人材支援 

ウ 福祉チームの派遣（ＤＷＡＴ） 

（新規） 

エ スクールカウンセラー等の派遣 

オ 被災建築物応急危険度判定士及び被災宅地応急危険度判定士

の派遣 

カ 上水道に関する応急給水隊、応急復旧隊等 

企業局は「社団法人日本水道協会千葉県支部災害時相互応援に関

する協定（平成10年5月18日 

締結）」に基づき応援隊を派遣する。 

キ 職員の派遣 

疾病対策課 

風-3-105 

 

 

（東-5-40、 

地-3-95も同

様） 

 

 

感染拡大防止

策を講じるの

は施設等の管

理者等にな

る。 

第１３節 保健衛生・防疫・廃棄物等対策 

３ 防疫（健康福祉部、市町村） 

（３）災害防疫の実施方法 

 ア 県の業務 

（ア）予防及びまん延防止 

   保健所は（中略）必要に応じて市町村や関係機関等に対し 

感染拡大防止の指導をする。市町村や関係機関等が感染拡

大防止策を講じることが困難と判断される場合には、保健

所等、県が実施する。 

 

第１３節 保健衛生・防疫・廃棄物等対策 

３ 防疫（健康福祉部、市町村） 

 （３）災害防疫の実施方法 

  ア 県の業務 

  （ア）予防及びまん延防止 

     保健所は（中略）必要に応じて市町村や関係機関等の

協力を得て感染拡大防止策を講ずる。 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

疾病対策課 

風-3-105 

 

（東-5-40、 

地-3-95も同

様） 

感染症法27条

の規定による

消毒の実施主

体は市町村で

ある。 

（キ）消毒の実施 

    感染症の発生及びまん延を防止するために必要があると 

認めたときは、感染症法第２７条の規定により、市町村に

対し、消毒指示をする。市町村が消毒することが困難と判

断される場合には、保健所等、県が実施する。 

  （キ）消毒の実施 

     感染症法第２７条の規定により、消毒を行うものと

し、使用する薬剤及び器具等については、速やかに整

備拡充を図るものとする。 

疾病対策課 

風-3-105 

 

 

（東-5-40、 

地-3-95も同

様） 

 

 

国の防災基本

計画の記載に

統一 

 

国の防災基本

計画に記載あ

り 

 

 

国の防災基本

計画に記載あ

り 

 

（ク）新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症

を含む）に関する情報共有 

    保健所（健康福祉センター）は新型インフルエンザ等感染

症等（指定感染症及び新感染症を含む） （略） 

   

 （ケ）専門家の派遣要請 

    避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ災

害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣要請を検討す

る。 

  

 イ 市町村の業務 

（オ）専門家の派遣要請 

  避難所等における衛生環境を維持するため、必要に応じ災害

時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）等の派遣要請を検討する。

  （ク）指定感染症に関する情報共有 

    保健所（健康福祉センター）は指定感染症 （略） 

 

 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

（新規） 

 

疾病対策課 

風-3-105 

 

 

（東-5-40、 

地-3-95も同

様） 

 

災害時に限っ

たことではな

いため、記載

がなくても実

施する。（これ

を記載するの

であれば患者

の移送等も記

載する必要が

ある。） 

第１３節 保健衛生・防疫・廃棄物等対策 

３ 防疫（健康福祉部、市町村） 

（４）削除 

 

第１３節 保健衛生・防疫・廃棄物等対策 

３ 防疫（健康福祉部、市町村） 

（４）患者の入院 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

衛生指導課 

風-3-106 

説明追記 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

４ 死体の捜索処理等（防疫危機管理部、健康福祉部、病院局、警

察本部、市町村） 

（１）実施機関 

イ 遺体保存用の資機材の確保及び埋葬等について、当該市町村

限りで対応不可能な場合は、「千葉県広域火葬計画」に基づき、

近隣市町村、県、国、その他の関係機関の応援を得て実施する

ものとする。 

また、県は、「千葉県広域火葬計画」に基づく遺体の火葬実施

体制を構築するために、市町村、火葬場及び応援協定締結団体

との間で、ファクシミリ等による応援要請、協力依頼等の連絡

調整訓練を随時実施する。 

第３章 災害応急対策計画 

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

４ 死体の捜索処理等（防疫危機管理部、健康福祉部、病院局、

警察本部、市町村） 

（１）実施機関 

  イ 当該市町村限りで処理不可能な場合は、「千葉県広域火

葬計画」に基づき、近隣市町村、県、国、その他の関係機関

の応援を得て実施するものとする。 

 また、県は、「千葉県広域火葬計画」に基づく遺体の処

理体制を構築するために、市町村、火葬場及び応援協定締結

団体との間で、ファクシミリ等による応援要請、協力依頼等

の連絡調整訓練を随時実施する。 

 

衛生指導課 

風-3-108 

国の防災基本

計画と記載

を合わせる

ため。 

第３章 災害応急対策計画 

第１３節 保険衛生、防疫、廃棄物等対策 

５ 動物対策 

県は、「災害時動物救護活動マニュアル」に基づき、獣医師会等関

係団体と協同で千葉県動物救護本部及び動物救護センターを設置

し、飼い主等からの飼養動物の一時預かり要望への対応等動物救

護活動を実施する。 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１３節 保険衛生、防疫、廃棄物等対策 

５ 動物対策 

県は、「災害時動物救護活動マニュアル」に基づき、関係団体と

協同で千葉県動物救護本部及び動物救護センターを設置し、動

物救護活動を実施する。 

循環型社会推

進課 

風-3-108 

全市町村で災

害廃棄物処理

計画の策定が

完了したため 

第３章 災害応急対策計画 

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

６ 清掃及び障害物の除去（防災危機管理部、環境生活部、農林水

産部、県土整備部、市町村） 

（１）災害廃棄物処理 

 県は、平時には災害廃棄物対策指針（環境省）（以下「対策指針」

という。）、千葉県災害廃棄物処理計画（以下「県計画」という。）に

基づき、市町村災害廃棄物処理計画策定モデル（千葉県内用）等を

活用し、市町村における災害廃棄物処理計画の適宜見直しを促し、

迅速かつ適正な処理体制の確立を図る。 

第３章 災害応急対策計画 

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

６ 清掃及び障害物の除去（防災危機管理部、環境生活部、農林

水産部、県土整備部、市町村） 

（１）災害廃棄物処理 

 県は、平時には災害廃棄物対策指針（環境省）（以下「対策指

針」という。）、千葉県災害廃棄物処理計画（以下「県計画」とい

う。）に基づき、市町村災害廃棄物処理計画策定モデル（千葉県

内用）等を活用し、市町村における災害廃棄物処理計画の策定を

促し、迅速かつ適正な処理体制の確立を図る。 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

循環型社会推

進課 

風-3-109 

県災害廃棄物

処理計画には

未掲載のため 

第３章 災害応急対策計画 

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

６ 清掃及び障害物の除去（防災危機管理部、環境生活部、農林水

産部、県土整備部、市町村） 

（１）災害廃棄物処理 

 イ 廃棄物の収集、処理 

 （ウ）発生量の推計方法 

  各市町村において、対策指針又は県計画で定めた推計方法等に

よって発生量を推計し、処理体制の確立を図る。 

第３章 災害応急対策計画 

第１３節 保健衛生、防疫、廃棄物等対策 

６ 清掃及び障害物の除去（防災危機管理部、環境生活部、農林

水産部、県土整備部、市町村） 

（１）災害廃棄物処理 

 イ 廃棄物の収集、処理 

 （ウ）発生量の推計方法 

  各市町村において、対策指針又は県計画で定めた推計方法等

によって発生量を推計し、処理体制の確立を図る。 

住宅課 

風-3-112 

協定団体の増

加のため 

第３章 災害応急対策計画 

第１４節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 

１ 応急仮設住宅の供与等（防災危機管理部、農林水産部、県土整備

部、市町村） 

（３）建設資材の確保 

ア 県が行う応急仮設住宅の建設資材及び建設工事労務は、協定に基

づき、①一般社団法人プレハブ建築協会②一般社団法人千葉県建設

業協会③一般社団法人全国木造建設事業協会④一般社団法人日本ロ

グハウス協会⑤一般社団法人日本ムービングハウス協会のあっせん

する業者を通じて確保する。 

 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１４節 応急仮設住宅の供与及び住宅の応急修理 

１ 応急仮設住宅の供与等（防災危機管理部、農林水産部、県土

整備部、市町村） 

（３）建設資材の確保 

ア 県が行う応急仮設住宅の建設資材及び建設工事労務は、協定

に基づき、①一般社団法人プレハブ建築協会②一般社団法人千葉

県建設業協会③一般社団法人全国木造建設事業協会のあっせん

する業者を通じて確保する。 

東京ガス（株）

風-3-119 

組織改正のた

め 

４ ガス施設 

（１）東京ガス㈱・東京ガスネットワーク㈱ 

４ ガス施設 

（１）東京ガス㈱ 

危機管理政策

課 

風-3-124 

資料編とそろ

えるため 

第３章 災害応急対策計画 

第１５節 ライフライン関連施設等の応急復旧 

４ ガス施設 

（１０）（１１） 

＜資料編７―１ 

各ガス会社の施設及び供給状況の（１０）（１１）＞ 

第３章 災害応急対策計画 

第１５節 ライフライン関連施設等の応急復旧 

４ ガス施設 

（１０）（１１） 

＜資料編７―１ 

各ガス会社の施設及び供給状況の（１０）（１１）＞ 
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

危機管理政策

課 

風-3-124 

解除・指定に

よる 

第１５節 ライフライン関連施設等の応急復旧 

４ ガス施設 

（９）東日本ガス㈱ 

（９）㈱エナジー宇宙 

（略） 

（10）日本瓦斯（株） 

（10）総武ガス㈱ 

第１５節 ライフライン関連施設等の応急復旧 

４ ガス施設 

（９）東日本ガス㈱ 

（略） 

（10）日本瓦斯（株） 

（略） 

（11）総武ガス（株） 

危機管理政策

課支援室 

風-3-129 

防災基本計画 

修正のため 

第３章 災害応急対策計画 

第１６節 ボランティアの協力 

また、県及び市町村は、社会福祉協議会、地元や外部から被災

地入りしているＮＰＯ等との連携を図るとともに、災害中間支援

組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）

を含めた連携体制の構築を図り、復旧・復興期も含めた多様な被

災者ニーズを踏まえ、各団体の多様性と継続性を活かしたボラン

ティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図るも

のとする。 

県は、災害発生時における官民連携体制の強化を図るため、県

域で活動を行う災害中間支援組織の育成・機能強化に努めるとと

もに、災害中間支援組織や千葉県災害ボランティアセンターとの

役割分担等をあらかじめ定めるよう努めるものとする。 

第３章 災害応急対策計画 

第１６節 ボランティアの協力 

また、県及び市町村は、社会福祉協議会、地元や外部から被災

地入りしているＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援組織

（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を

含めた連携体制の構築を図り、復旧・復興期も含めた多様な被災

者ニーズを踏まえ、各団体の多様性と継続性を活かしたボランテ

ィア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図るもの

とする。 

（新規） 

危機管理政策

課支援室 

風-4-2 

防災基本計画 

修正のため 

第４章 災害復旧計画 

第１節 被災者生活安定のための支援 

１ 被災者に関する支援の情報の提供等（全庁、市町村） 

県及び市町村は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生

活再建に取り組むことができるよう、災害ケースマネジメントの

実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したき

め細やかな支援を行うとともに、被災者が容易に支援制度を知る

ことができる環境の整備に努めるものとする。 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係

る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に当た

っては、ビデオ会議システムやＷＥＢ会議等を活用し、各市町村

に映像配信を行うなど、より多くの市町村担当者の参加が可能と

第４章 災害復旧計画 

第１節 被災者生活安定のための支援 

１ 被災者に関する支援の情報の提供等（全庁、市町村） 

県及び市町村は、被災者が自らに適した支援制度を活用して

生活再建に取り組むことができるよう、見守り・相談の機会や

被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被

災者が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努め

るものとする。 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に

係る事務の市町村向け説明会を実施するとともに、その実施に

当たっては、ビデオ会議システムやＷＥＢ会議等を活用し、各

市町村に映像配信を行うなど、より多くの市町村担当者の参加
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担当部署名 

ページ 
修正理由 修正案 現行 

なるような工夫をするよう努めるとともに、被災者台帳を作成す

る市町村からの要請により、被災者に対して実施した支援に関す

る情報を提供する。 

併せて、被災者台帳の作成にデジタル技術を活用するよう積極

的に検討するものとする。 

が可能となるような工夫をするよう努めるとともに、被災者台

帳を作成する市町村からの要請により、被災者に対して実施し

た支援に関する情報を提供する。 

（新規） 

 

団体指導課 

風-4-11 

風-4-12 

 

現行の融資制

度に合わせ

て、利率の記

載方法及び償

還期間を修正

する必要があ

るため。 

12 農林漁業者への融資 
風-4-11 の表の時点を「令和 6年 8月 1日」とする。 

 

「(株)日本政策金融公庫資金」に係る「利率欄」を「固定金利 

（適用される融資時の金利は毎月見直し）」に修正する。 

 

「農林漁業セーフティネット資金」に係る償還期間を「15年」に修

正する。 

12 農林漁業者への融資 

「令和 4年 8月 1日」 

 

「変動（毎月見直し）」 

 

 

「10年」 
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